
Title 開発途上国における学校スポーツの現状 : カンボ
ディア王国シェムリアップ州の学校スポーツ調査

Author(s) 岡田, 千あき

Citation 大阪外国語大学論集. 2004, 30, p. 33-49

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/79932

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



大阪外国諮大学論集鱗30畳（2004年）

　　　　　　開発途上国における学校スポーツの現状

一カンボディア王国シェムリアップ州の学校スポーツ調査一

岡　田　千あき

The　Situation　of　Sport　at　School　in　Deve豆oP量豊g　Cou簸try

一
Survey　of　School　Spor重in　Siemreap　Provi薮ce，　Ca腿bodia－一

OKADA　Chiaki

　　Kingdom　of　Cambodia　is　o1｝the　way　to　reconstructioR　of　the　country　after　the　cenclusion　of

“Paris　Agreement”in　1999，　It　is　obviously　that　we簸eed　the　urge簸t　and　comprehe塁sive　e（圭ucatio鍛

development．　As　a　par亡of　it，　they　put　importance　on　the“Education　through　Spoバto　contrib厩e

heal亡h　manageme簸t，　at　the　same　dme，　the鍛eeds　for　physical　issues　among　People　are　also　rising

up。　On　the　other　ha捻d，‘‘Education　through　Sport”is　actually　regarded　as　a　Sub－sector　a鍛d　not

given　priority　amoRg　internationa1　donors．

　　This　s雛rvey　is　take茎｝for　the　purpose　of　collecting　basic　data　con£ai鍛ing　of　present　condition

of　school　sport．　There　were　several　core　problems　in　school　sport　as　well　as　education　itsel£

Generally　speaking，　most　schools　offer　some　opportu塁i£ies　of　sport　both　i簸the　tlmetable　as

ordinary　lessons　and　as　extracurricular　activities．

　　They　have　about　930　stude簸ts　at　the　elementary　schools　and　427　stude譲s　at　the　secondary

schools　per　one　sports’teache鉱Although　most　of　schools　recog鍛ize（i　the　importance　of　actlvities

concemed　sport，七he　problems　are　still　piled　up．　They　regard　su遜icie就securi穀g　of　human

resource玉ike　coach　or　teacher　as　more　questlonable　than出e　lack　of　facihtatio捻and　equipment．

Basically，　some　sports　are　so　popular　in　Cambodiaもhadt　will　be　help　to　comprehensive　education

developrnent　by　finding　the　educational　significance　in　the　spontaneous　sports響activlties　at　schoo1．

はじめに

　カンボディア王国は，1991年のパリ和平協定を経て薪しい国造りの過程にある。その復

興・開発には，総合的な教育開発及び人材育成が急務であるが，教育分野においては質量

共に未だ深刻な問題を抱えている。この問題の根幹を成す学校教育制度は，1993年の政権

交代時以降，ポルポト政権以前の制度を参考に抜本的な改革が遂行された。この改革後の

施策の一つに国畏の健康に資するための「スポーツ教育」が謳われている。「スポーツ教育」

の分野は，既存の開発援助の枠組みにおいて優先順位が低く，現状では国際教育協力の対

象とは成り難い。我が国の国際教育協力を精査しても，政策的意図の有無はともかく，特
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に理数系に特化した大きな偏重がみられる。しかし，包括的な入間開発を目指した教育協

力を雄進する上で，少なくてもより多くの選択肢を準備すべき時期を迎えているのではな

いだろうか。カンボディア国内においては近年，特に保護者の問から公的機関におけるス

ポーツ振興，すなわち学校教育機関内での「スポーッを通じた教育」へのニーズが高まり

をみせている。紛争復興から開発への転換初期にあり，総合的な人間教育が必要とされる

この時期だからこそ，地域や学校との連携を元にバランスのとれた教育協力の推進とその

質的向上が不可欠である。

　そこで本研究では，学校教育課程において「スポーツ教育」を推進する際に重要と思わ

れる基礎データの収集を閉的とし，国内の小・中・高等学校におけるスポーツ活動の現状

を分析する。第一に，カンボディア王国の学校教育の現状を検証し，第二に，学校教育に

おけるスポーツ教育の位置づけを探る。第三に，シェムリアップ州全33校において実施し

た調査結果を示し，学校教育の中でスポーツ教育を推進する際の課題を分析する。

1　カンボディア王国の学校教育

肇．カンボディア王国の近代教育

　カンボディア王国では，1950年代後半のシバヌーク政権下において近代教育が導入され

た。旧宗主国フランスの教育の影響を受けながらも教育言語としてクメール語の使用が奨

励され，教育内容には国教である仏教の教えが取り入れられた。この時期には6－4－2

の13年問の教育システムが採用され，国内における寺院学校の急設も一因となり，祖就学

率は82％に達した（1）。しかし，1975年から1979年のポルポト政権下において，整備され

た概ね全ての教育制度が崩壊した。学校を始めとした教育施設等のインフラ財産を喪失し

た他，全教員の75％以上がこの時期に殺害された。小学校教員は1968年の21000人から

1979年には約1／8の2800人，中学校教員は1968年の2300人から1979年には1／10

の207人にまで減少しだ2）。また，政権交代後に例え生存していても，IH政権下での圧舗の

記憶から，自らが教員であったことを名乗り出るのを恐れたケースも推定されている。こ

の大幅な教員数の減少が，その後の教育復興の延滞の主要困となり，国家再生の足枷と

なったことは明白である。

　1979年以降，プノンペン政権下にて教育の再建が急速に進められた。ここでは4－3－

3の10年聞の教育制度が採られ，絶対的な教員数不足を補うために4年＋3年の初等教育

課程終了後に3年の教養課程を経た者を小・中学校の教員として採用した。すなわち初等

教育の開始から計10年の就学後に教員として採用されており，最短で16歳の者が教職に

就いていた。また，高等学校においては，小・中学校の教員の中から学歴の高いものを選

抜し，半年～1年の研修を受けた後に高等学校の教員に採用した。このように多くの矛盾

や弊害を抱えたまま新教育システムが始動したが，当然，様々な困難が生じ，国際社会か

らの支援が不可欠であった。この時期に国連UNTAC（The　United　Nations　Transitional

Authority　in　Cambodla）はもちろん，国際NGOによるカンボディアへの教育関連支援は他

のアジア諸国に類を見ない数に急増し，この流れは今日も継続されている。
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　1986年には教員数の絶対的な不足にわずかな改善が見られ，暫定的に採られた初等教育

4年闘の措置が5年間に延長された。しかし，特に農村部においては教員数不足による教

育機会の欠如という量的側面のみでなく，学校毎の教員の配置により子どもの学習科目に

差が生じるなど質量両面での問題が浮き彫りとなった。資料1に示すように教員数不足は

現在も慢性化しており，中学校における教員一人当たりの生徒数の全国平均は53．3人｛3），

また，ある農村地域の小学校では教員一人当たりの生徒数が87．3人ωという小学校もみ

られる。

　1996年にカンボディア政府は，国の市場経済化の原動力となる人材を育成すべく，抜本

的な教育改革を実施した。初等教育は，5年から6年に延長され，6－3－3の12年鋼が

開始された。義務教育は，旧来の小学校5年＋中学校3年から，小学校6年＋中学校3年

と巳本と岡様のシステムに改定され，同時に小・中・高等学校において卒業資格を取得す

るための全国統一試験が開始された。この試験の実施により，小・中学校においても学力

不振や落第を理由に退学を余儀なくされるケースも生じ，義務教育といえども学力を重視

した覇度に転換されたと言える。この制度下で小・申・高等学校共に，卒業認定試験の合

格者のみが卒業資格を得ることとなっていたが，1998年に小学校の卒業認定試験のみ廃止

された。現在，高等学校の卒業試験では合格率の全国平均が3割以下となっており，留年・

申途退学率を増加させる主要因の一つである。

資料1　カンボディア王国の学校数，学生及び教員数
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2．教育政策

（1）翻標

　　カンボディァ王国の教育目標は，『子供の素質・精神面・肉体面のすべてにおいて，充

分に発達させること』である。学校教育は，『生徒の麹立精神と自信，責任感，団結感，国

家的結束と愛国心を促す義務がある。また岡時に，学校は積極的な法と人権の遵守を生

徒に浸透する幽ことを贋標5｝としている。

　初等教育機関の教育欝標は，備神および肉体良㌻能力の向上を助けることで，子供達の

個性の発達に焦点を当てることにある。生徒は読む・書く・話す・聞く・計算するといっ

た基本的知識を課題の解決に応用する事が可能になり，よって社会の有用な一員とな

　り，簡単な技術の獲得，またはより高度な勉強へと進むことが繊来るようになる選と示

　され，中等教育機関の教育欝標は，細等教育での知識を一段と高めることにある。これ

は，生徒の肖由な発想と表現，寛容な精神の講築，欄々の能力と資質，翻造性，入閲釣

な社会を作るための技術と倫理の向上を確実なものとするためである』とされている。

　（2）行政組織

　教育・青少年・スポーッ省は，資料2に示すように，①高等・技術教育及び職業訓練，

②青少年・スポーツ，③教育一般，④管理，財政，⑤監査の5部門から成り立っている。

省の下部組織として各州に省事務班が配置されており，日本の県教育委員会の役翻を果

　たしている。

資料2　カンボディア教育・青少年・スポーツ省組織醒
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　　Secretiry　of　Sude
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　　Planning

繍典：カンボディア教育・青少年・スポーツ省
　　『Education　In（licators　1997－1998選　（199．　8）
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3．教育概況

　カンボディア王国の公教育機関は，9月F旬の始業式から7月下旬の終業式までを1学

年としている。カリキュラムは週30時間，年38週問と規定されているが，現実には学校

数と教員数の大幅な不足により規定時悶数に達していない学校が散見される。この聞，4

月上旬の2遡間の正月休みを始め，お盆休み，田植休み，稲刈り休み等の短期問の連休が

全国共通で定められている。多くの学校が二部制を採用しており，午前7時～11疇までと

午後13時～17時に分割されているが，一部の学校では急激な生徒数の増加に伴い三部飼

を採用している。主に月単位で通学の蒋問常（午前と午後）が入れ替わり，児童・生徒は，

午前・午後のいずれかに通学し，空いた時間に両親の商売や家事を手伝うのが一般的であ

る。都市部の家庭では，登校時聞外に語学やコンピューターを習得する專門学校や塾に子

どもを通学させる。毎月，学校毎に各教科の試験が行われ成績表が配布されるが，特に6

月に実施される学年末試験が重要視され，進級判定はこの試験とH頃の成績により総合的

に判断される。

　学校運営に対する国（教育・青少年・スポーツ省）からの補助金は，教員の給与を除い

ては皆無に等しく，実質的には各学校において独立採箕制が採られている。学費は学校に

よって微収額が異なるが，無料あるいは貧隈家庭からは徴収しない学校が多い。しかし，

制服や教材費がまかなえず子どもを就学させられない家庭も多く存在し，卒業認定試験の

難度に加えて，授業料，制服，教科書代等が各家庭の家計を圧迫することが，留年・中途

退学率増加の一霞である。

　学校によっては，制服や教材を寺や各国支援団体からの寄付により確保し，独自に配布

している。チョークや紙などの基本物品や教材も各学校，或いは握当教員毎に準備しなけ

ればならず，大部分の学校が敷地内に温園を作り，稲作等により運営資金を確保している。

稲作や畑，家畜飼育等による現金収入を得る他にもPTAや寺に寄付を要請したり，NGO等

との達携を関るのは全て校長の裁量によるため，学校闘の格差が生じ始めている。聴に外

部者の目に留まりづらい農村部，悪路に沿った学校ほど経営が苦しい傾向にある。カンボ

ディア王国では，就学に際して学区が定められておらず，校長の許可を得られれば，時期

や所在地を問わず転校が可能であるため，今後の学校間格差の拡大により，経営力を持つ

学校への学生の集中が懸念される。

　教員の給与は，教育・青少年・スポーツ省から支給されているが，月額約20＄～25＄と

生活をまかなうには不ナ分である上，前述のように教材を各教員の自己負担とする学校も

存在する。そのため多くの教員が教職以外の副業を営んでおり，担当授業外の時間に学校

に待機することは稀である。日本の職員室にあたる場所に各教員の机が配置されておら

ず，会議室や来客の際の醸談室，時には校長室を兼ねていることからも状況が伺える。す

なわち各教員は，登校後に教室に直行し，事務連絡や報告，会議等の校務時のみ職員室に

立ち寄り，その他の授業以外の時間は翻業に費やすのが一般的である。

　また，授業時間外に補習を開く教員も稀ではない。正規授業時間外に学校敷地内にて特

別授業を有料で行い，正規の授業の教材費に当てているのが現状である。これらの授業は
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生徒には任意参加と伝えられているが，正規の授業時間が十分でない上に，同じ教員と生

徒の問で行われているため，必然的に多くの生徒が参加せざるを得ない状況も生じてい

る。

4．学校教育欄度 資料3　カンボディア王国教育制度図

年齢

高等教育

（Hlgher

Edu．）

　大学

専門機関
（Uni統＆

ins重itutes）

痘atranceεxar轟

国G・ad・12
高・中等教育
（Upper　Sec．） Grade王1

技術教育、職業謬1練

（Tech敷ica｝Ed疑．＆

Voc抽na｝Tral幅ng）
Nor　For盤a1
£曲ca士io誼

Grade　10

圖　　　　　G・ade　9

23

22

21

20

19

18

17

16
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14

13

12

11

10

9
8
7
6
5
4
3

初・中等

　教育
（Lower
Sec。）

Grade　8

Grade　7

Grade　6基礎教育
（9－Year

Basic

Edu．）

Grade　5

Grade　4初等教育

（Primary） Grade　3

Grade　2

Grade　1

後期（HlghStep）
就学前教育
（PreSchoo1）

中期（MediumStep）
　　地域就学葡教育
（Co恥mu鍛ity　Pre－Schoo玉）

初期（LowerStep＞

出典：カンボディア教育・青少年・スポーッ省資料を基に筆者作成

（1）幼児教育

　就学前教育として3才～5才児のためのPre　Schoo1が設けられている。国が設置して

いる幼児教育機衡は存在せず，全て寺を雄体としているものや国際NGO，ローカルNGO

により運営されている私立の施設である。これらは，近年の幼児教育へのニーズの高ま

りに合わせて発生しているものであり，未だ一般的であるとは震えず数も少ない。

（2）初等教育（小学校）

　教育・青少年・スポーツ省が管轄している。小学校（Primary　SchooDは，6才～11

才対象の6年間であるが，学校長の承諾を得られれば6才以下でも入学可能であり，ll

才以上で小学校に通う者もいる。落第や休学もよくみられるため，最高で16才まで通学

可能であり，家庭の経済的理震から，数年間の長期休学をした後に復学する生徒も散見

される。学校に通学し始めた時の能力に応じて学年が決められるため，入学式は存在せ

ず嗣学年内の生徒の年齢にはばらつきが生じている。公立，私立共に学区劇は無く，よ
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り良い教育環境を求めての転校は個人の自由である。私立校は，幼児教育機関と詞様に

寺やNGOによって運営されているものが多く人気が高い。毎月テストが行われ，成績

表が配布されるが，成績不良者は落第を繰り返す一方，小学3年生以上の成績優秀者に

は，飛び級制度が設けられている。教育省からの通達により，国語，数学，社会，化学，

が必修科9と規定されているが，他に，音楽，道徳，仏教，体育，英語，フランス語，

露本語，被服・料理（実習なし）等の授業が各学校の裁量により開講されている。

（3）中等教育（中・高等学校）

　中学校（Lower　Secondary）は，12～15才，高等学校（Upper　Secondary）は，16才～

18才を対象としており，これらを合わせたのが中・高等学校（High　Scheol）である。

中・高等学校では学生数が1000人以上の学校も珍しく無く，施設や教員数の不足から1

クラスが60人～80人の学校も存在する。大学入試の受験資格を得るための卒業認定試

験は極めて難しく，農村部の学校においては，合格者が各年若干名という学校も多い。

一方，都市部においては，この試験の合格者数が学校の人気を左右するため，日常の教

育内容から学力重視のカリキュラムが組まれている。主な科目として，中・高等学校共

に，国語，数学，社会，化学，物理，地球（環境・地学），地理，歴史，技衛家庭，英

語，フランス語，農業，道徳等が各学校の裁量で設けられている。

（4）高等教育

　カンボディァでは，9つの認再を受けた高等教育機関が存在する。首都プノンペンに

は，教員養成の主幹を担うプノンペン大学が置かれている。当大学は，1967年にカンボ

ディア初の高等教育機関として設置されたクメール王立大学を前身とするが，ポルポト

時代には，一時すべての教育活動を停止していた。現在では，教育学部，人文学部，法

律経済学部，医学部，薬学部，理学部等を有する大規模校であるが，ここでは大学全体

ではなく学部単位での教育活動が重視されている。さらに学部ごとに所轄官庁が異なる

ため，学部とは需え，一般には個別の大学と認識されている。高等学校卒業時の卒業認

定資格取得者のみが受験可能であり，資格取得者は複数の大学の受験も可能である。し

かし実際には，資格取得者数が少数であるため，入学試験自体はそれほど困難ではない。

　1990年代後半より，斑間の高等教育機関の設立が根次いでおり，経営・経済，法律，

科学技術等の分野に特化した私立大学が急増している。これらは全て，教育・青少年・

スポーツ省の認可を受けた私立大学と位置付けられている。

5．教員養成

　カンボディア薫国では，教員を育成する教員養成校を全国に配置している。国立の幼稚

園教員養成校は，プノンペンに1校のみ存在する。小学校教員養成校は，全国に17校あ

り，多くは小学校の敷地内に併設されており，高等学校卒業後2年間の教員養成課程を修

了した後に教員として採用される。小学校と岡様に，中学校教員養成校は，全国に6校設

置されており，高等学校卒業後に4年間の養成課程を受講する。

　高等学校教員養成は，プノンペン大学を卒業した者のみが資格を与えられる。大学卒業
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後，Facultyと呼ばれる養成校を教科毎に受験し，合格者は1年間の課程を修了した後に教

員として採薦される。すなわち全国の高等学校の教員は，全てプノンペンでの高等教育課

程及び，Facultyでの教員養成課程を修了した者である。現在は，小・申・高等学校共に，

採用にあたり特溺な教員採用試験等は存在せず，希望者は全て採用されている。また，教

員採用に際し，教授技術のレベルや基準が定められていないため，教育の質的向上のため

の改善が求められている。

資料4　教員養成校（WArvO　LANGKA） 資料5　W醒VO　PR麗ARY　SCHOOL

ll　カンボデaア王国の学校スポーツ

1．学校スポーツ政策

　カンボディアには，日本のヂ教育基本法」にあたる教育に関する特別な法律は存在しな

い。しかし，資料6に示すように王国憲法の「教育，文化，社会」の章において，スポー

ツ教育に関して明確に示されている。

資料6　カンボディア王国憲法

第6章1教育，文化，社会1

第65条

　国家は，国民があらゆるレベルの教育を受ける権利を守り，向上させ，また教育

が少しずつ国民に浸透するようにあらゆる手段を講じる。国家は国民の健康に資す

るためにスポーツ教育の分野にも力を入れる。

　また，資料7に示すように1999年には，「教育振興のための重点政策」を打ち出してお

り，その中で学校及び学校外スポーツについて「復活・発展させる」と明言している。基

礎教育や技術訓練と平行して，青少年・スポーツの分野の重点化を示しているが，「復活」と

いう単語を使用していることから，過去の歴史の中での当該分野の実績に対する良負が伺

える。
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資料7　教育振興のための政策

幽典：カンボデKア教育・青少年・スポーツ省「Edu（ration　lndlcators　j　p．151（1998）

　教育・青少年・スポーツ省は，基礎教育の広範な普及を臼指してきたが，新政権発足後

20年を経て，初・中等教育の充実に舶えて技術教育や職業訓練，青少年育成やスポーツの

分野にBを向け始めた。資料7にもその方針転換が見られるが，当分野の拡大に関する具

体的施策として『PAP（Physical　Education　and　Agriculture　Program）　Sが行われている。本

計画は，2001年度より国内の初等・中等教育機関において，鍛大5名の体育あるいは農業

の教員を配澱可能とし，その翻合は各校の裁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料8　シェムリァップ州教育省
量とするものである。前述のように各学校は

敷地内での稲作等により運営資金を調達して

いる。しかし，近年では，農業に使爾してい

た土地をスポーツ教育用地へと転用する学校

が増撫しており，本計画は，各々の学校事情

に合わせながらこうしたニーズへの対応を試

みるものである。

資料9　シェムリアップ州教育省スポーッ局関連組織図

’籍典：岡田千あきil開発途上国におけるスポーツ教育振興』（2001）
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2．学校スポーツ概況

　カンボディアの公教育機関における体育教員は，「先生」と呼ばれる常勤教員と「コーチ」

と呼ばれる非常勤教員に分類される。常勤，非常勤の境界はあいまいであるが，主として

正規の授業時間内においてスポーツを教える者が先生と呼ばれ，日本の部活動のような課

外活動としてのスポーッを指導する者がコーチと呼ばれる傾向にある。しかしながら，学

校そのものが2部制，3部剃を採るために授業時問と平行して部活動が行われる場合も多

く，教員の位置づけは地域や学校長の裁量により様々である。学校毎の教育方針により学

校内でスポーツや運動が全くなされない学校も存在するが，小学校の多くでは授業時間内

に何らかの運動の時間が設けられている。一方，中・高等学校では，正規の授業として運

動を行う機会は存在しない学校が多い。しかし，スポーツを指導する教員は，申学校によ

り多く配置されており，これらの教員は部活動を中心に指導を行っている。

　常勤教員は，他の科冒の教員と問様に國から給与を得ている公務員であるが，非常勤教

員は学校ごとに採用されている。この際，州教育省は，各学校の意向を聞いた上で適任と

思われる人材の紹介・斡旋を行う。紹介はするが，雇薦にかかる費罵は各学校の負担であ

るため，学校毎に雇用形態は様々である。他の教員と隅様に毎日出勤する場合もあれば，

1部と2部の間の昼休みのみ，朝・夕のみ，週に数隈など学校と教員間の交渉により決定

される。すなわち，教育省が給与支払いの義務を有しない教員の斡旋業務を行っているの

である。斡旋するボランティア教員（コーチ）の多くは教員免許取得者ではなく，競技経

験者或いは，クラブチームに所属するなど地域のスポーツ活動に積極的に関わっている人

材である。

　（1）授業

　　多くの小学校においてドスポーツ」の聴問が設けられている。週1圓の学校が大半で

　あるが，中には毎日決められた時間にIO分～20分の運動を行う学校もみられる。授業

　内で行われる運動は，β本で言う徒手体操であり，整列をし，前方で行われる先生の模

　範を真似て号令をかけながら行う。手足の屈伸運動や屈曲運動，リズムを取りながらの

　体ほぐしなど全国的に類似した内容の運動が行われている。一部の学校では，簡単な

　ゲームも実施されているが，球技や陸上競技などのスポーツ種慈は，授業の中では採用

　されていない学校が多い。

　（2）課外活動

　　小・中学校のほとんどが何らかの課外活動を実施している。最も盛んに行われている

　のがサッカー（男子），バレーボール（男女），陸上競技（男女）であり，これらは地区

　（郡）大会から州大会が行われ，上位校には全国大会への出場権が与えられる。これらの

　競技の他にキックボクシング，バドミントン，バスケットボール，テコンドーなどを行

　う学校が散見される。部活動の実施は全て，①施設，②馬具・用晶，③指導者の3点の

　有無により決定付けられており，必然的に学校長の意欲や地域のニーズ，寄付の集まり

　方等に大きく左右される。8月，9月が長期休暇であるが，意欲的に補習や部活動を行

　う学校もある一方で，校内を完全に溺鎖している学校もあるため，子どものスポーツ環
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境に関する学校間の格差は大きい。

（3）大会

　前述のように，小・中学校の地区大会，全国大会が年1圓各州の持ち曖りで開催され

ている。これらの大会は2週間～3週聞，すべての競技の選手が1地区に集まり，寝食

を共にして実施される。宿舎として当番地域の大規模校の教室が提供されるが，食事な

どは各々の州で準備するため，各部屋の前に簡易炊事場を設置し，父兄も共に寝泊りを

しながら選手の世話をしている。大会は，①小学校，②中学校，③エリート（クラブチー

ム）に分類されている。これらの州代表を結成し，大会に参加することが，教育省スポー

ツ局の最大の役割である。資料10に2003年度に開催された種目と参加選手数を示す。

資料10　2003年度全国大会種醤，出場選手数

出典：プラックソンファス群カンボディア王国カントリー

レポート退，第1圓アジア女性スポーツ会議報告書（2001）

資料11年間大会スケジュール（2003年度）
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一Oct　　Nov　　Dec　　Jan　　Feb　　Mar　　Apr　　May　　Jun　　　Jui　　Aug　　Sep　　Oct

園
蔭
圏
］
淵
闇
圓
凶
［
E
l
i
t
e
］

｝器C。、 き；】al

隠，、、1 醜31 一
　　　　Sehoo［｝lolidav

E｛egional

韮〕1、1駐iOR　l

i6　pr帆invlal）

43



閥発途上團における学校スポーッの現状一カンボディア王園シェムリアップ州の学校ス＊°　一一ツ調査～

資料三2　小学校金国大会の模様 資料13　中学校全国大会の模様

租　シェムリアップ州学校スポーツ教育現状調査

1．概要

　（1）背景

調査対象地一シェムリァップ州（カンボディア王国全23州の内の一つ）

　・人口　約70万人（全国6番臼）

　・州内識字者　26．4万人（48．2％）

　・初・中・高等教育機関　379校（内58校は寺が運営）

　・教員数　2868人（内330人が教員免許未取得者）

　・体育教員数　36人（国内で670人）

　・生徒数　約4万人

　・学校敷地合謙　12．2万km2（内7400k汀fは，グランド絹地）

　・1人辺りの学校敷地　0．87km2

　（2）調査詳細

　調査期閲：2002年8月20臼～9月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料14　調査対象校
　調査対象：シェムリアップ州12郡のうち，

　　　　　　国道6暑線沿いの6郡

　　　　　　小学校一19校，中・高等学校一14校

　調査方法：学校長及び，教職員に対する直接

　　　　　　インタビューによる聞き取り調査

調査内容：①学校基礎データ，②スポーッ教育状況，

　　　　　③施設及び，用具・用晶の所有状況

2、考察

　（1）小学校

　結果を別添資料1に示した。調査対象全19校のうち正規の体育教員が配置されてい

　る学校はわずか3校にすぎなかったが，多くがボランティアコーチを雇用していた。体

育教員一人当たりの生徒数は6050名であり，ボランティアコーチを含めると一人幽たり
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930名であった。どの学校も体育教員或いは，ボランティアコーチを最低1名は有して

おり，多い学校では5名のコ～チを雇用していた。シェムリアップ州は，州中心部に公

共の競技場（オリンピックスタジアム；教育省管轄）を有しているため，中心に近い学

校ほど多くのチームを持っている。2校を除く全ての学校がバレーボールを実施し，4

校を除く全ての学校が陸上競技を行っている。スポ～ツ活動を全く行っていない学校は

1校にすぎなかった。また，幹線道路から離れた学校ほど女子の参撫が少ない傾向が見

られた。登下校に要する蒔問の長さや家事労働に従事する時問との蘭係，保護者の認識

等の理由が推測される。

　調査対象の多くの学校が，スポーツ機会の拡大のために施設整備や用具・用品の調達，

コーチの雇薦等に関して薪たな準備や計爾を行っていた。特にグランドは準備されてい

るが用具・用昂の調達が行えない学校及び，ある…定レベルの設備は整っているが，指

導者の未確保のために生徒に場所を開放するのみにとどまっている学校が多く見られ

た。近隣の中・高等学校と連携して活動する学校が2校あり，PTAや国際機関，襟など

からの援助をすでに受けている学校が3校存在した。

（2）中・高等学校

　結果を別添資料2に示した。調査対象全14校のうち正規の体育教員が配置されてい

る学校は7校あり，うち4校は2名と，小学校と比較すると多数の教員を有している。

ボランティアコーチは合計で34名おり，8名ものコーチを雇胴する学校もみられた。し

かし，これらの学校でも正規の授業蒔問内での運動は行っておらず，小学校と比較する

と，より部活動に比重がかかっていることが推測できる。体育教員一人当たりの生徒数

は，1738名であり，ボランティアコーチを含めると一人当たり427名であった。金ての

学校がバレーボールを実施しており，1校を除く全ての学校が陸上競技を行い，2校を除

く全ての学校がサッカーを行っている。学校敷地が狭い等の悪条件を持つ学校もそれほ

ど多くはなく，小学校と比較して学校間の格差が少ない。また，男女間の機会の差も大

きくないため，中・高等学校では，学校間，男女間の実施種旨に違いは見られるが，本

人の意思によって何らかの形でスポーツ活動への参加が可能となっている。

　小学校と比較して，スポーツ機会の量的拡大よりも質的拡大，すなわち競技力や技術

力の向上を隈指す声が多く聞かれた。施設や用具・用晶の不足よりも質のいいコーチの

存在が重視されており，オリンピックソリダリティーに基づいた活動を行う学校や日本

のODA（青年海外協力隊の体育隊員）による援助を受けている学校も存在した。

3．今後の課題

（1）教員養成

　調査対象の多くの学校において，スポーツ教育の重要性を認識しているにも関わら

ず，十分な教員の配置が行われていないことを問題視する声が聞かれた。外部者として

現況を概観すると，施設の不備や用具・周品等の不足に目が行きがちであるが，現場に
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おいては，指導者の育成及び適切な配置を望む声が多かった。これはおおよそ全ての学

校において，ボランティアコーチと呼ばれる指導者を独自に雇用している事実からも窺

い知ることができる。本来であればスポーッの時間をカリキュラム内で設け，全ての生

徒に機会を提供する形が望ましいが，現状では課外活動を申心とした機会提供に留まる

ため，より広範にわたる教育としてのスポーツ活動の実施を鑑みる必要性が高い。しか

し現実には，スポーッ活動の経験者，すなわちある種露のルールを理解している者が教

育活動を行っており，一般教員と比較して指導技術や教育内容等に未熟な点があると雷

わざるを得ない。この状況の改善のためには，教科としてのスポーツの意義を正しく理

解し，スポーッを通じて入間形成を可能せしめる専門的人材の育成が不可欠である。こ

の任は，当然，教員養成校が捉うものであり，現在，スポーツ教員養成校（National

Institute　of　Physical　Education　and　Sport）には，国際協力事業団の支援により，日本から

スポーツ教育の専門家が派遣されている。

（2）格差

　スポーツ教育関連の予算（6）は，教育・青少年・スポーツ省から各州の教育省事務所に

配分される。その後，郡教育局に年間予算として分配され，主に大会参加や施設整備の

目釣に使用される。これらの予算の執行に関しては，州・郡ごとに予算の使途に関する

裁量幅が大きいため，必然的に州・郡によってスポーツ教育環境に格差が生ずる。例え

ば，州教育長がスポーツ分野に力点を置いていない場合，或いは職業訓練や雇用対策と

いった「青少年」の分野を重視している場合などには，スポーツ関連に殆ど予算が確保

できない州もみられる。スポーツ関連予算が計上されている場合でも，その使途に関し

ては各学校に裁量権はなく，州の方針に応じて執行される。州教育省主導のスポーツ政

策の例としては，前述した大会への選手の派遣や共有施設の整備等が上げられる。

　このようなスポーツ教育に関する州役人の認識の差や各局長間の駆け引きによっても

予算配分が左右されるため，州レベルでのスポーツ教育環境に大きな格差が生じてい

る。加えて各学校においても学校長の考え一つでカリキュラムが決定されるため，居住

地域や通学する学校により，スポーツ環境の格差が生まれており，今後もこの格差の拡

大が予想される。

（3）理念（位置づけ）

　カンボディアの教育課程においては，未だ理念や目釣が明らかではなく，課程内での

位置づけがなされていない教科が存在する。スポーツ教育も例外ではなく，盛んに実施

されている学校では，「施設や用具・用品があるから」，「指導者がいるから」，といった

消極的な実施の理由が上げられる。すなわち，教科の召的や理念，効用などが明らかに

されておらず，教授可能な教員が宙らの考えに基づいて自己流に実施しているに過ぎな

いのが現状である。

　各教員の個々の理念により実施されることに起麗して，州レベル，或いは全国レベル

での目的や方法の統一が園難となっている。具体的には，健康づくりを醤的として広域

に渡るスポーツ活動の浸透を湧指す「生涯スポーツ」とアスリートとして競技レベルの
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向上を冒指す「競技スポーツ」の捉え方に翻齢が生じている。このことは，日本でも問

題視されており，体育とスポーツ或いは，学校スポーッと地域スポーツに関する議論は

枚挙にいとまがない。しかし，日本におけるこの種の議論は，現状の国の教育政策の急

激な転換を迫るものであり，その積み上げた歴史が仇となり短期間での改革が函難と

なっている。一方，カンボディアにおいては，未だ教育課程におけるスポーツ教育の位

置づけが厳格に規定されていない。すなわち，先進諸国の近代スポーツ政策の反省点を

踏まえた上で，国情に椙応した理想的なスポーツ環境整備を行うことも可能なのであ

る。

おわりに

　カンボディアにおいては，内戦後の復興過程において，インフラ整備等を申心とした経

済開発への投資を集中釣に実施し，人問開発の楓源となる「健全な身体」に対してそれほ

ど注意が払われてこなかった。しかし，近年では，複数の学校で運動会や部活動が盛んに

実施されるなど身体運動の重要性が再認識され始めている。元々，遊びとしてのサッカー

やバレーボールが盛んであるため，学校内での自発的なスポーツ活動の中に教育的意義を

見出すことにより，包括的な教育開発の一助となるであろう。今後は，現状分析のみに留

まらず，調査結果のフィードバックを行い問題点を発見すると共に，学校スポーツの発展

に継続して注自すべきである。

（1）国際協力事業団国際協力総合研修所（2001）「カンボディア国別援助研究会報告書」p．241

（2）カンボジアに学校を贈る会ホームページhttp：1！www．asac．gr．jp！eduOl．html〔2003107129〕参照。

（3）アジア開発銀行（1996）「Cambodia　Education　fector　Stτategy　StUdy」p．28，59

（4）　Ministry　of　Education，　Youth　and　Sport

　　http：〃www．rnoeys．gov．kh！profile！edu＿in＿cambodia！quality＿efficiency．htm〔2eO2111！13〕参照。

（5）（特活）カンボジア・NGOホームページ

　　http：〃www．cambodia．npo－jp．net！jp！edu＿plarVpage2．html〔2003！08102〕参照。

（6＞シェムリアップ州教育・青少年・スポーツ省スポーツ局長Ouk　Sareth氏との懇談から抜粋。
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